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安
心・安
全
な
毎
日
の
た
め
に
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飲
酒
運
転
の
根
絶
を

　

今
年
に
入
り
、庄
原
警

察
署
管
内
で
、飲
酒
運
転

に
よ
る
交
通
事
故
が
４
件

も
発
生
し
、そ
の
う
ち
１

件
は
死
亡
事
故
で
し
た
。

　

９
月
末
現
在
、飲
酒
運
転
で
11
件
検
挙

し
て
い
ま
す
。

飲
酒
運
転
に
は
厳
し
い
処
分
が
科
せ

ら
れ
ま
す
。

■
酒
酔
い
運
転

　

 

○
５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

　

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

　

 

○
免
許
の
取
り
消
し
（
無
条
件
で
35

点
減
点
、３
年
間
受
験
資
格
な
し
）

■
酒
気
帯
び
運
転

　

 

○
３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

　

50
万
円
以
下
の
罰
金

　
 

○
免
許
の
取
り
消
し（
違
反
点
数

25
点
、２
年
間
受
験
資
格
な
し
）～

免
許
停
止（
90
日
、違
反
点
数
13

点
）

※
車
両
の
提
供
者
、酒
類
の
提
供
者
、

車
両
の
同
乗
者
も
同
様
に
厳
し
い
処

分
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

飲
酒
運
転
は
、運
転
者
本
人
は
も
と
よ

り
、家
族
や
周
囲
の
人
の
意
識
が
大
切
で

す
。年
末
に
向
け
て
、飲
酒
運
転
を
絶
対
に

「
し
な
い・さ
せ
な
い
」よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

庄
原
警
察
署
管
内
の
犯
罪
発
生
件
数

犯
罪
の
発
生
傾
向

　

庄
原
警
察
署
管
内
で
は
、平
成
14
年

の
犯
罪
発
生
件
数
が
２
８
０
件（
１
月
～

９
月
）だ
っ
た
の
に
対
し
、今
年
は
１
２
８
件

（
約
45
％
）に
減
少
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、

依
然
と
し
て
多
い
の
が「
窃
盗
犯
」で
、全
体

の
72
％
に
も
上
り
ま
す
。特
に
シ
ョッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
、ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
の
万
引
き
は

20
件
の
届
出
が
あ
り
、19
人
を
検
挙
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な

ど
を
利
用
し
た
詐
欺
事
件
も
発
生
し
て
い

ま
す
。購
入・契
約
す
る
際
に
は
相
手
方
が

信
用
で
き
る
か
ど
う
か
を
十
分
に
検
討
し

た
う
え
で
、購
入・契
約
し
て
く
だ
さ
い
。

（１～９月）

刑法犯総数 １２８

凶悪犯 ３

窃盗犯 ９３

器物損壊 １２

詐欺など ８

住居侵入 ４

その他 ８

を
考
え
る
週
間

　

毎
年
11
月
11
日
～
17
日
が「
税
を
考
え

る
週
間
」な
の
を
ご
存
知
で
す
か
。こ
の
機

会
に
税
に
つい
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

税
に
関
す
る
催
し
を
開
催

　

期
間
中
に
ジ
ョ
イ
フ
ル
２
階
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
広
場
で「
中
学
生
の
税
の

作
文・習
字
」表
彰
作
品
の
展
示
お
よ
び

「
小
学
生
の
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン

ク
ー
ル
」の
応
募
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

11
月
12
日（
土
）に
は
、10
時
30
分

か
ら「
中
学
生
の
税
の
作
文・習
字
」の

表
彰
式
、13
時
か
ら
納
税
貯
蓄
組
合

主
催
の「
お
り
が
み
教
室
」が
あ
り
ま

す
。ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

資
産
税
の
個
別
相
談

　

庄
原
税
務
署
は
、相
談
日（
予
約
制
）を

設
け
て
、資
産
税（
相
続
税・贈
与
税・譲
渡

所
得
）に
関
す
る
ご
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。そ
の
ほ
か
の
税
に
関
す
る
一
般
的
な
ご

相
談
も
電
話
で
お
受
け
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
11
月
・
12
月
の
相
談
日

11
月
25
日（
金
）・12
月
16
日（
金
）

10
時
～
15
時
30
分

農
業
収
支
計
算
の
準
備
は
お
早
め
に

　

農
業
所
得
の
申
告
は
、実
際
の
収
入
金
額

か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
所
得
計
算

す
る「
収
支
計
算
」が
原
則
で
す
。

　
「
収
支
計
算
」を
す
る
た
め
に
は
、収
入

金
額
と
経
費
が
わ
か
る
書
類
が
必
要
に
な

り
ま
す
。ま
た
、領
収
書
を
残
し
て
い
な
い

経
費
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、こ
れ
ら
の
書
類
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に

整
理
保
存
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の『
農
業
収
支
計
算

ソ
フ
ト
』を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

寄
付
金
・
義
援
金
を
支
払
っ
た
方
へ

　

義
援
金
な
ど
を
支
払
っ
た
個
人
の
方
は
、

翌
年
に
確
定
申
告
す
れ
ば
所
得
税
等
が
還

付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。確
定
申
告

に
は
義
援
金
な
ど
の
領
収
書
や
受
領
書
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、主
に
次

の
２
点
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

①
寄
付
金
税
額
控
除
の
適
用
下
限
額
が

２
千
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。（
現
行

５
千
円
）

②
市
民
税
、固
定
資
産
税
、軽
自
動
車
税

な
ど
の
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
の
過
料

が
10
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

（
現
行
３
万
円
以
下
）

税


